
議案第71号 

 

財産の無償譲渡について 

 

下記の財産を無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第96条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

令和６年12月６日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青       

 

 

記 

 

１ 無償譲渡する財産  研究学園駅西自転車駐車場設備、研究学園駅東自転車駐

車場設備、万博記念公園駅北自転車駐車場設備、みどり

の駅北自転車駐車場設備 

２ 相手方   

(1) 所在地 東京都千代田区神田練塀町85番地 ＪＥＢＬ秋葉原スクエア 

 (2) 法人名 首都圏新都市鉄道株式会社 

       代表取締役 渡邊 良 

 （提案理由） 

 ＴＸ高架下の自転車駐車場用地を返還し、首都圏新都市鉄道株式会社に営業を引

き継ぐため、上記の財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求めるもの

である。 

 


